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マンションの普及の歴史と法制度

本節では，わが国においてマンションが普及・定着化してきた歴史について概観す

る．まずは，マンションの供給戸数とストックの現状を統計的に明らかにしたうえ

で，マンションの普及化の経緯と関連する法制度について概観する．

マンションの供給戸数とストックの現状

まず，わが国における分譲共同住宅の供給の推移を概観する．建築着工統計データ



（各年次）を用いて，「分譲・共同」の住戸数に基づき分譲共同住宅（以下「マンショ

ン」という）の新規供給戸数及びストック総数の推移を集計したものが図 1.1.1.1で

ある．

マンションの供給戸数は，年次により多寡のばらつきがあり，定期的に「マンショ

ン・ブーム」が到来していることがわかる．

マンションの供給は1955（昭和30）年頃から始まるが，本格化を迎えるのは1970

年代（昭和40年代半ば）以降のことである．1970年代前半は年間5万戸程度の供給

が，1970年代後半になると年間10万戸を超え，おおむね10～15万戸/年のペースが

1980年代後半まで続く．さらに，1980年代末からのバブル期になると，年間15万戸

を超え，1991（平成3）年には年間19万戸近くに達した．その後，1993～1994（平

成5～6）年はバブル崩壊の影響により供給量は一時的に激減するが，1990年代中頃

以降，再びマンション供給は活況を迎え，年間17～20万戸程度で推移している．こ

うしたマンション・ブームは2000年以降も続き，2007（平成19）年には史上最多の

23万戸弱の供給が行われた．

各年次のフロー数を累計し，分譲マンションのストック数を推計すると，マンショ

ンのストック総数は，2011（平成23）年末現在，約580万戸と推計される．マンシ

ョンは，その本格的な供給から約40年が経過した現在，国民の1割強（1400万人）

が居住する都市住宅として完全に定着したといえよう．

マンションの普及の歴史

こうした分譲共同住宅の普及・発展の経緯を簡単に振り返ってみよう．

1 戦前の共同住宅

〔 1〕 鉄筋コンクリート造共同住宅の出現

わが国の住宅は，長らく戸建住宅や江戸長屋などに見られる棟割長屋が中心であ

り，いわゆる共同住宅が最初に現れたのは明治時代の末である．上野倶楽部，佐藤別

館，千富館などであり，いずれも木造共同住宅であった．

鉄筋コンクリート（RC）造の共同住宅がわが国において出現したのは，1916（大

正5）年に，三菱鉱業が長崎県高島町の端島（いわゆる軍艦島）に建設した「炭鉱ア

パート」である．しかし，この共同住宅は社宅（給与住宅）であり，一般市民が住む

ためのアパートとして RC造の共同住宅が最初に建設されたのは，1923（大正12）

年に当時の東京市営アパートとして建設された古市場住宅である．

〔 2〕 同潤会アパートの出現

今日の共同住宅の原型ともいえるものは，財団法人同潤会が供給したいわゆる「同

潤会アパート」である．同潤会は1923（大正12）年に起きた関東大震災の義援金を

基金として1924（大正13）年に設立され，罹災者の住宅対策事業実施機関として，

1926（大正15）年以降，東京，横浜の各地に RC造のアパート等を供給した．戦前

の RC造共同住宅の多くは，同潤会が建設したアパートである．

同潤会アパートは，16か所で建設が行われた（表 1.1.2.1）．その特徴は，耐震・

耐火構造とすること，防犯への配慮，水道，電気，炊事・暖房用のガス設備の完備，

各戸への水洗便所の設置，台所への流し台・調理台・ダストシュートの設置，各戸へ

の押入・鏡付き洗面台・下駄箱・表札等の完備，屋上への洗濯場の設置，娯楽室等の
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維持保全業務

維持保全とは

マンションはもとよりすべての建築物について，建築基準法第8条に維持保全に関

する条項が定められている．

建築基準法第8条（維持保全）

建築物の所有者，管理者又は占有者は，その建築物の敷地，構造及び建築設備

を常時適法な状態に維持するように努めなければならない．

2 維持するため必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則又は計画を作

成し，その他適切な措置を講じなければならない．

マンションにおいては，建物の維持保全に関して，国土交通省よりマンション管理

規約のひな型として「マンション標準管理規約」が公表されており，その中の第32

条（業務）で次のように書いている．

（業務）

第32条 管理組合は，次の各号に掲げる業務を行う．

一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第48条において

「組合管理部分」という．）の保安，保全，保守，清掃，消毒及びごみ処理

二 組合管理部分の修繕

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 適性化法第103条に定める，宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書

の管理

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当で

あると認められる管理行為

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営

十 修繕積立金の運用



十一 官公署，町内会等との渉外業務

十二 風紀，秩序及び安全の維持に関する業務

十三 防災に関する業務

十四 広報及び連絡業務

十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成

十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算

十七 その他組合員の共同の利益を増進し，良好な住環境を確保するために必

要な業務

こうしたマンションの維持・保全に関しては，まだ具体的に確立した体系立てがさ

れていないのが現状で，各々の解釈にも幅がある．維持保全の体系を図 2.1.1.1に示

した．

また，昭和60年3月19日建設省(当時)告示第606号で，建築基準法第8条に基づ

く維持保全に関する準則又は計画の作成指針が以下のように出されている．

第一 総則

1 建築基準法第12条第1項に規定する建築物（以下単に「建築物」という．）

の維持保全に関する準則（以下「準則」という．）又は建築物の維持保全に関す

る計画（以下「計画」という．）は，建築物の敷地，構造及び建築設備を常時適

法な状態に維持するため，この指針にしたがって作成するものとする．

2 準則は，建築物について計画を作成する権限を有するものが複数ある場合に
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コンクリート

基 礎 知 識

1 構成材料と特徴

コンクリートとは，セメント，水，細骨材（砂），粗骨材（砂利）及び必要に応じ

て混和材料を構成材料としてこれらを練り混ぜたもの，又は硬化させたものである．

特に，まだ固まらない状態にあるコンクリートをフレッシュコンクリート，混和材料

を用いないコンクリートをプレーンコンクリートという．モルタルはコンクリートか

ら粗骨材を除いたものである．

コンクリートの特徴としては，①圧縮強度が高い，②剛性が高い，③成形性がよ

い，④経済性に優れる，⑤材料を得やすい，⑥水により簡単に硬化する，⑦耐火性

がある，⑧鋼材との相性が良い，等がある．一方で，短所として，①引張強度が小

さい，②ひび割れが生じやすい，③重量が大きい，④解体・廃棄が困難，⑤まだ固

まらない状態の性質が施工性に大きく影響する，等がある．これらの中の長所を生か

し，鉄筋の発錆，熱による強度低下などの短所を補ったものが，鉄筋コンクリートで

ある．現在，建築工事に用いられるコンクリートは，そのほとんどが工場で生産さ

れ，まだ固まらない状態のまま使用現場にアジテータートラックなどで運搬される．

このようなコンクリートをレディーミクストコンクリート（ready mixed concrete）

といい，品質が JISで規定されている（JIS A5308）．

2  JASS 5

鉄筋コンクリート造建築の劣化対策や耐久性を考えた場合，コンクリートの適切な

材料選択や調合方法及び施工標準を定めている，日本建築学会建築工事標準仕様書・

同解説「JASS5 鉄筋コンクリート工事」の先導的役割は大きい．その内容の変遷

を知ることは，建築当時の仕様の確認及び建物の維持・保全に関しては重要である．

JASS5は，昭和28年制定以来，新技術の導入，建築物に対する要求品質の向上

等，時代の変遷とともに，ほぼ10年ごとに改訂されてきた．

〔 1〕 主な規定の変遷

1986（昭和61）年 特殊コンクリートとして，高耐久仕様を盛り込む



1997（平成 9）年 耐久設計基準強度の導入と高強度コンクリートの規定の見

直し及びプレキャスト複合コンクリートの規定の新設

2003（平成15）年 高強度コンクリートの規定の見直しとプレキャスト複合コ

ンクリートの適用範囲の見直し

2009（平成21）年 構造体の計画供用期間の級を短期，標準，長期，超長期の4

水準とし，超長期供用級の計画供用期間をおおよそ200年とした．また，要求性

能の種類を構造安全性，耐久性，耐火性，使用性，部材の位置・断面寸法の精度

及び仕上り状態の5項目に規定した．

JASS5の主な規定の変遷を表 3.1.1.1と表 3.1.1.2に項目ごとにまとめた．

第3章 マンションの維持修繕知識―建築編―



基本事項・共通事項

設備調査診断の基本事項

1 劣化の種類

設備機器・配管は，長期間使用していると，経年劣化による機能不全や機能不備の

状態になる．この経年劣化の種類としては，機能的劣化と社会的劣化がある．機能的

劣化は，設備機器・配管が長期間の使用により老朽化し，設備機能が損なわれたり，

損傷により使用不能になることで，腐食や摩耗等の物理的な劣化による例が多い．社

会的劣化は，社会環境の変化によって従来の設備機能が陳腐化し，現在の技術水準や

高度化に比して劣った状態（機能不備の状態）になることである．

〔 1〕 機能的劣化

設備機器・配管の機能的劣化の主原因は金属の腐食劣化である．金属は酸素と共存

すると，酸化物に変化しようとする傾向がある．これが腐食現象で，金等のわずかな

貴金属を除いて，ほとんどの金属は，水等の電解質と酸素の存在による電気化学作用

によって腐食してしまう．

腐食の発生の機構を鋼管を例にとって説明する．金属はそれぞれ固有の電位を持っ

ていて，鉄もある電位を持っている．鋼管の内表面の環境は，すべての面が同じ状態

ではないため，異なった環境下では電位が異なり，電位差が生じる．また，鋼管の内

面は水と接しており，水は電導体のため，図 4.1.1.1のように腐食電池回路が形成さ

れ，この電池回路の電流が水中に流出する部分（アノード部）と，流入する部分（カ

ソード部）で次のような電気化学反応が起き，腐食が発生する．

アノード部：Fe Fe ＋2e……①

カソード部：
1
2O

＋H O＋2e 2OH ……②



このアノード部に生成した Fe とカソード部に生成した2OH とが結合して

Fe ＋2OH Fe(OH)……③

となり，さらに水中の溶存酸素によって

2Fe(OH)＋
1
2O

＋H O 2Fe(OH)……④

FeO ＋3H O……⑤

と反応し，FeO（酸化第二鉄）が赤さびとして沈殿する．この赤さびに水中のケイ

酸等が凝集して管壁に付着し，いわゆるさびこぶが形成される．

このさびこぶの下では水中の溶存酸素が到達しにくいため，管壁部をカソード，さ

びこぶ部をアノードとする酸素濃淡電池も形成され，腐食はいっそう進行し，ついに

は腐食孔が管壁を貫通して漏水に至る（図 4.1.1.2参照)．

この現象は，異種金属どうし等で電位差が大きい場合ほど腐食電流が大きくなり，

腐食速度も増大することになる．これを異種金属接触腐食といい，異種金属の配管を

接続すると，急激に腐食する．これを防ぐには，異種金属どうしを絶縁することであ

る．設備配管にもさまざまな金属が使用されており，この種の腐食事例も多い．特

に，貴な金属である銅及び銅合金やステンレス鋼と卑な金属である鋼とを接続する

と，電位の差の大きさによって鋼に激しい腐食が発生する．

合成樹脂管は腐食しないが，劣化現象としては，振動・伸縮の繰返しによる疲労割

れ，経年劣化による強度の低下，クリープ劣化（一定の外力が加わるときに，時間と

ともに徐々にその変形が増していく現象）等がある．

ポンプ等の回転機器の機能的劣化としては，長期間の運転による摩耗等によって初

期設定性能が出なくなる性能低下がある．一般的には機器類の性能はある程度余裕を

持って設計されているため，多少の性能低下は，機能劣化として顕在化する例はあま

りないが，性能低下が大きくなると問題になる．

また，水槽等の経年劣化による亀裂・破損等の損傷も機能劣化といえる．

〔 2〕 社会的劣化

社会的劣化は，社会環境の変化によるものであり，生活レベルの向上，設備システ

ムの機能向上，省資源・省エネルギー指向，LCCの低減指向，インテリジェント化，

アメニティの向上，耐震性の向上，メンテナンス性の向上等の使用者・所有者ニーズ

に対して，従来設備の機能が不満足な状態となることである．これらの社会的劣化の

対策としては，給水方式の変更，高効率熱源機器の導入，高機能衛生器具への更新，

機器・配管の耐震性の強化等があげられる．
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マンションの所有・管理・建替えに関する一般法令

建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）

1 概 要

区分所有法は昭和37年に制定され，昭和58年に全面的に改正されている．

平成14年12月11日には，「建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替

えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され，建物の区分所有等に

関する法律が一部改正されることとなった．なおこの法律は，同法施行規則ととも

に，平成15年6月1日に施行されている．また，平成20年4月30日に「一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され，民法の法人の規定が変更になった

ことに合わせて，管理組合法人の規定が改正された．

2 建物の区分所有（法第1条）

1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居，店舗，事務所又は倉庫

その他建物としての用途に供することができるものがあるときは，その各部分は，こ

の法律の定めるところにより，それぞれ所有権の目的とすることができる．

3 定 義（法第2条）

(1) 区分所有権

法第1条に規定する建物の部分（1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立

して住居，店舗，事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるも

の．ただし，規約共用部分を除く）を目的とする所有権のこと．

(2) 区分所有者

区分所有権を有する者をいう．

(3) 専有部分

区分所有権の目的たる建物の部分を指す．

(4) 共用部分

専有部分以外の建物の部分（数個の専有部分に通じる廊下，又は階段室，その他構

造上（屋根，床，天井，柱，壁等）区分所有者の全員又はその一部の共用に供される



部分で区分所有権の目的とならないもの），専有部分には属さない建物の附属物（ガ

ス管，水道管，排水管，電気の配線等で区分所有者の共用に供すべきもの）及び法第

4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう．

(5) 建物の敷地

建物が所在する土地及び法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をい

う．

(6) 敷地利用権

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利（所有権，地上権，賃借権，使

用借権）をいう．専有部分と分離して処分することは原則としてできない．

4 管理組合（法第3条：区分所有者の団体）

区分所有者は，全員で，建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体

を構成し，区分所有法の定めに従って，集会を開催し，規約を定め，管理者を置くこ

とができる．この管理のための団体のことを管理組合という．区分所有法は，複数の

区分所有者が存在すれば，当然に管理組合が成立するものとしている．

5 区分所有者の権利義務（法第6条）

区分所有者は，専有部分につき区分所有権を，共用部分につき共有持分権を，敷地

につき敷地利用権を有する．区分所有権は単独の所有権であるので，区分所有者は，

自由に専有部分を使用，収益，処分する権利を有する（民法第206条）．

しかし，区分所有法は第6条において，建物の保存に有害な行為その他建物の管理

又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとして，区分

所有者に義務を課している．

また，区分所有者は，共用部分をその用法に従って使用する権利を有している（法

第13条）．また，管理規約で別段の定めがない限り，保存行為をすることができる

（法第18条）が，管理規約に別段の定めがない限り，その持分に応じて維持管理に必

要な費用（管理費や修繕積立金等）を負担しなければならない（法第19条）．

6 先取特権（法第7条）

区分所有者が他の区分所有者に対して有する以下の債権については，その債務者の

区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む）と建物に備え付けた動産

の上に先取特権を有する．この先取特権は，優先権の順位及び効力について，共益費

用の先取特権とみなされる．

① 共用部分，建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分

所有者に対して有する債権

② 管理規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

7 共用部分の変更・管理（法第17条，法第18条）

共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く）は，区分

所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する．ただし，この

区分所有者の定数は，管理規約でその過半数まで減ずることができる．この場合，共

用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは，その専有部分の所有者
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建物の区分所有等に関する法律 687

建物用途 17

炭素繊維補強 382

単体規定 719

団 地 4

断 熱 359

断熱性 316

断面形式 16

地域冷暖房設備 660

地 階 723

地球温暖化 779

地上波デジタル放送 616

駐車場 356

中性化 148

中性化速度係数 150

中層住宅 14

超音波厚さ計 392

超音波法 171

長期修繕計画 71

超高層住宅 14

調査診断 131

長寿社会対応住宅設計指針 367

超長期供用級 145

直接基礎 355

墜落防止手すり 323

妻壁バットレス補強 380

積上げ張り 185

定期点検 47

定期報告 50

定水位弁 49

ディスポーザー 402，468

低層住宅 14

デグリー 236

手すり 318

鉄筋コンクリート 143

鉄筋コンクリート造 18

鉄筋のかぶり厚さ 144，167

鉄筋の腐食 167

鉄骨階段 342

鉄骨鉄筋コンクリート構造 23

鉄骨ブレース 380

電気事業法 773

電気設備 28

電気用品安全法 775

電子チラシ 624

電灯コンセント設備 564

電灯動力幹線設備 563

電灯負荷容量 565

ドア錠破り 374

同潤会アパート 2
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動力設備 568

特殊建築物 720

特殊建築物定期調査報告 51

特殊消防用設備等点検 67

特殊継手 474

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律 815

特定建設業許可 793

特定建設資材 798

特定建築物 786

特定元方事業者 808

特別特定建築物 786

特命随意契約 132

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律

734，736

塗装材料の乾燥 208

扉交換工法 325

塗膜形成主要素 205

塗膜内部 218

塗膜の標準耐用年数 215

塗膜表面 218

塗膜防水 264

トラップ 467

ドリル粉末法 152

ナ 行

内視鏡 396

内線規程 555

内装制限等 508

二次診断 134

二重サッシ工法 328

日常修繕 69

日常点検 47

二方向避難 508

ニュータウン 8

認定特定建築物 789

ノンシール工法 328

ハ 行

排水管清掃 484

排水管の更生工法 484

排水再利用設備 665

排水設備 25

排水通気設備 466

排水ヘッダー方式 470

破壊調査 394

パーツ，オイル，グリース契約 634

はつり工法 325

はつり調査 169

バリアフリー基準 367

バリアフリー法 367，785

ハロゲン化物消火設備 506

反射率 594

反発硬度法 171

反発法 196

光ファイバー 30

引下げ導線 521

引抜き工法 325

引渡し請求 694

非常警報設備 514

ピッキング 374

ヒートポンプエアコン 542

避難器具 517

避難施設等 498

避難設備 498，515

非破壊計測調査 392

ひび割れ部シール工法 182

ひび割れ部縫合 182

ひび割れ部ポリマーセメントペーストすり込み工法

182

ピュア CM  132

標準コア法 171

避雷設備 520，532

平置き式ラック 346

平置き省スペースラック 346

ピロティ 379

ピロティ柱の補強 380

品確法 829

ファイアーダンパー付き換気口 349

ファイバースコープ 393

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

824

不活性ガス消火設備 506

複層仕上塗材 209

腐 食 387

フタル酸樹脂エナメル 212

復 旧 694

不同沈下 355

不燃性能 729

プール設備 662

フルメンテナンス契約 634

プレキャストコンクリート 21

プレストレストコンクリートスラブ 21

フレッシュコンクリート 141
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プレーンコンクリート 141

ブロック塀 357

分譲共同住宅 6

分別解体等実施義務 798

粉末消火設備 506

平均浸食率 393

平面形式 14

保安上危険な建築物等 59

防炎性能 757

防火管理者 756

防火区画 729

防火性能 728

防火戸 729

防災設備 498

防 水 261

方立て支持方式 338

法定点検 50

防犯設備 498

補修グレード 241

保守率 593

ポリ塩化ビフェニル 603

ホルムアルデヒド 249

ホルムアルデヒド対策 829

ポンプ 414

マ 行

マクロセル腐食 434

摩擦杭 354

マスク張り 186

マンション 702，712

マンション管理 10

マンション管理業務 51

マンション管理士 702

マンション管理適正化指針 71，703

マンション管理適正化推進センター 705

マンション管理適正化法 11，701

マンション建替え円滑化法 12

マンション建替組合 713

マンション建替事業 712

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

701

マンションの建替えの円滑化等に関する法律

712

マンション標準管理規約 39，711

マンション標準管理規約コメント 71

密着張り 186

見積合せ方式 132

みなし浄化槽 65，776

無機結合材 207

目地ひび割れ 203

面格子 352

免震構造 23

メンブレン防水 262，272

メンブレン防水改修工法 297

モザイクタイル張り 186

持出し工法 325

物干し金物 348

モルタル 141

ヤ 行

焼付け乾燥 213

油圧式エレベーター 630

有害廃棄物 604

誘導灯 516

誘導灯設備 515，529

優良住宅部品 353

床支持方式の手すり 339

床暖房 358，426

床暖房設備 546

油性調合ペイント 212

溶 剤 208

容積地区制度 6

用途変更 385

予防査察 756

ラ 行

ラーメン構造 17

リサイクル 399

リニアモーターエレベーター 629

リニューアル 636，649

隣接施行敷地 716

レジスター 349

劣化診断 389

劣化診断フロー 390

レディーミクストコンクリート 141

連結送水管 503

漏えい検査 778
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労災保険法 813

漏水頻度 391

労働安全衛生法 804

労働者災害補償保険法 813

ロープ式エレベーター 627

英数字

170号通知 760

220号通知 760

24時間換気 540

2段式ラック 346

49号通知 759

 

A型接地極 522
 

ADSL  30
 

ALCパネル 178

 

BL認定品 353
 

BL部品 353
 

BLマーク証紙 353
 

B型接地極 522

 

CATV  30
 

CCTV  525
 

CMR  132
 

CM（Construction Management）方式 132

 

Dひび割れ 173

 

FD  349
 

FM 契約 634
 

FRP防水 266

 

ISDN  29
 

ISDN回線 609
 

ITV設備 525

 

JASS5 141

 

LEDランプ 591

 

MSDS  255

 

PCa  21
 

PCB  603
 

POG契約 634
 

PRC  21
 

PRTR制度 815
 

PSTGマーク制度 777

 

RC造 19

 

SEダクト 491
 

SGP-V  430
 

SGPW  429
 

SI住宅 30
 

SRC造 23

 

Uカット可とう性エポキシ樹脂充てん工法 181
 

Uカットシーリング材充てん工法 181
 

Uダクト 491

 

VOC  245

 

X 線 394
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